
北区立滝野川紅葉中学校ＰＴA 部活動褒賞金規約 

（総則） 

第１条 この規約は北区立滝野川紅葉中学校の部活動において、北区予選等で優秀な成績

をあげ、北区代表として上位大会に出場する場合に支出する報奨金について定める。 

2 褒賞金は部活動顧問が申請し、受領する。 

（部活動褒賞基準） 

第２条 報奨金は各号のとおり定める。 

① 関東大会 ２０,０００円 

② 全国大会 ３０,０００円 

２ 前項のほか特別の場合は会長・校長の協議により定める。 

 付 則 

この規定は平成２３年８月２５日から施行する。 

  付 則 

この規定は令和５年５月１日から施行する。（東京都大会出場を適応範囲から削除） 

 付 則 

この規定は令和６年６月１日から施行する。（文言整理） 


